
【介護予防・日常生活支援総合事業】 

届出が必要な加算等及び添付書類 
・加算の算定要件については、厚生労働省告示等に示されていますので、確認のうえ提出してください。 
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙 36）及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙 1-4）のほか
に以下の添付書類を提出してください。 
・この表に記載されている添付書類以外にも、書類の提出を求めることがあります。 

届出が必要な加算等 添付書類
訪
問
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サービス提供責任者体制の減算 □従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式 1-1） 

特別地域加算 ※恵庭市は該当しない加算 

中山間地域等における小規模事

業所加算（地域に関する状況）
※恵庭市は該当しない加算 

中山間地域等における小規模事

業所加算（規模に関する状況）
※恵庭市は該当しない加算 

介護職員処遇改善加算

※市HP「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善
加算・介護職員等ベースアップ等支援加算」参照

介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等ベースアップ等支援

加算

LIFE への登録 なし 

割引 □介護予防・日常生活支援総合事業者による事業費の割引率
の設定について（別紙37）



【介護予防・日常生活支援総合事業】 

届出が必要な加算等 添付書類
通
所
介
護
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ー
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ス

職員の欠員による減算の状況 □従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式 1-4） 

若年性認知症利用者受入加算 なし 

生活機能向上グループ活動加算 なし 

運動器機能向上体制 □従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式 1-4）
□機能訓練指導員の資格証の写し

栄養改善体制 □管理栄養士の資格証の写し
【当該事業所の職員として管理栄養士を配置する場合】 
□従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式 1-4） 
【外部機関と連携する場合】 
□他の介護事業所、医療機関、介護保険施設、栄養ケア・ス
テーションとの連携体制が確認できる書類（連携に係る契
約書等）

口腔機能向上加算 □従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式 1-4）
□言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の資格証の写し

選択的サービス複数実施加算

事業所評価加算〔申出〕の有無 なし 

サービス提供体制強化加算 □サービス提供体制強化加算に関する届出書（別紙 38）
□従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式 1-4） 
※前年度の 4月～翌 2月分

生活機能向上連携加算 □訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション事業所
又は医療提供施設との連携体制が確認できる書類（連携に
係る契約書等）

科学的介護推進体制加算 なし 

介護職員処遇改善加算

※市HP「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善
加算・介護職員等ベースアップ等支援加算」参照

介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等ベースアップ等支援

加算

LIFE への登録 なし 

割引 □介護予防・日常生活支援総合事業者による事業費の割引率
の設定について（別紙37）

届出が必要な加算等 添付書類
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
Ａ

サービス提供体制強化加算 □サービス提供体制強化加算に関する届出書（別紙 38）
□従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式 1-4） 
※前年度の 4月～翌 2月分

介護職員処遇改善加算

※市HP「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善
加算・介護職員等ベースアップ等支援加算」参照

介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等ベースアップ等支援

加算

LIFE への登録 なし 

割引 □介護予防・日常生活支援総合事業者による事業費の割引率
の設定について（別紙37）


